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所
得
税
の
申
告
と
納
税

は
期
限
内
に

　
確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
の
納

税
の
期
限
は
、
申
告
期
限
と
同
じ

３
月
　
日
㈭
で
す
。

１５
お
近
く
の
金
融
機
関
で
期
限
内

に
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
青
梅
税
務
署

始
０
４
２
８
（
　
）
３
１
８
５

２２

住
民
税
・
所
得
税
の
 

申
告
は
お
済
み
で
す
か

住
民
税
（
町
・
都
民
税
）
の
申

告
お
よ
び
所
得
税
の
申
告
・
相
談

を
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

期
　
間
　
３
月
　
日
㈭
ま
で

１５

　
　
　（
土
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
）

時
　
間
　
午
前
９
時
～
　
時
１１

　
　
　
午
後
１
時
～
４
時

場
　
所
　
町
民
会
館
２
階
ホ
ー
ル

持
ち
物
　
源
泉
徴
収
票
（
給
与
・

年
金
）、
各
種
支
払
調

書
、
印
鑑
、
そ
の
他
必

要
書
類

※
こ
の
申
告
は
、
平
成
　
年
１
月

２３

１
日
か
ら
　
月
　
日
ま
で
の
収

１２

３１

入
を
申
告
し
て
い
た
だ
く
も
の

で
す
。

問
合
せ

【
町
・
都
民
税
の
申
告
に
つ
い
て
】

▼
税
務
課

　
　
　
始
５
５
７
―
７
５
１
９

【
所
得
税
の
申
告
に
つ
い
て
】

▼
青
梅
税
務
署

　
始
０
４
２
８（
　
）３
１
８
５

２２

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
・

自
動
車
の
変
更
・
廃
車

手
続
き
は
忘
れ
ず
に

　
軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
は
、

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

さ
れ
ま
す
。「
譲
渡
し
た
」、「
住

所
を
変
更
し
た
」、「
使
用
で
き
な

く
な
っ
た
」、「
盗
難
に
よ
り
持
っ

て
い
な
い
」
な
ど
の
場
合
は
、
３

月
中
に
変
更
・
廃
車
手
続
き
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

受
付
窓
口

【
原
付
・
小
型
特
殊
】

▼
税
務
課始

５
５
７
―
７
５
１
９

【
自
動
二
輪（
１
２
６
ｃ
ｃ
以
上
）】

　
▼
八
王
子
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所

始
０
５
０
―
５
５
４
０
―
２
０
３
４

【
軽
四
輪
自
動
車
】

▼
軽
自
動
車
検
査
協
会

　
　
　
始
５
５
７
―
６
２
６
２

【
自
動
車
】

▼
青
梅
都
税
事
務
所

　
始
０
４
２
８（
　
）１
１
５
２

２２

町
税
等
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か

　
納
期
を
過
ぎ
た
町
・
都
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽

自
動
車
税
、
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
ま
だ
納
め
て
い
な
い
方

は
、
至
急
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。

　
毎
週
木
曜
日
は
、
午
後
８
時
ま

で
税
務
課
窓
口
を
延
長
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
納
税
の
際
は
、
釣
り
銭
の
な
い

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
納
税
に
は
、
便
利
な
口
座
振
替

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
税
務
課

　
　
　
始
５
５
７
―
７
５
２
９

固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
（
土
地
・
家
屋
）

課
税
明
細
書
の
送
付
日

の
変
更

昨
年
ま
で
４
月
に
送
付
し
て
い

た
課
税
明
細
書
を
、
平
成
　
年
度

２４

か
ら
納
税
通
知
書
に
同
封
し
、
５

月
に
発
送
し
ま
す
。

問
合
せ
　
税
務
課

　
　
　
始
５
５
７
―
７
５
２
８

「
土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
」
の
縦
覧
お

よ
び
「
固
定
資
産
課
税

台
帳
」
の
閲
覧

縦
覧
期
間
　
４
月
２
日
㈪
～

５
月
　
日
㈭

３１

　
　
　
　（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は

除
き
ま
す
）

閲
覧
期
間
　
４
月
２
日
㈪
～

平
成
　
年
３
月
　
日
㈮

２５

２９

　
　
　
　（
土
・
日
曜
日
、祝
日
、年

末
年
始
は
除
き
ま
す
）

※
縦
覧
期
間
中
は
閲
覧
手
数
料
の

取
り
扱
い
が
異
な
り
ま
す
。

時
　
間
　
午
前
８
時
　
分
～

３０
午
後
５
時

場
　
所
　
税
務
課
資
産
税
係

問
合
せ
　
税
務
課
　

　
　
　
始
５
５
７
―
７
５
2
8

威

慰

惟

易

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉尉

意
意
意
意
意
意
意
意

意
意
意
意
意
意
意
意

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

問合せ　産業課  始５５７―７６３３

不用品交換 交渉は
当事者間で

※費用が掛かるものがあります

ゆずります

ゆずってください

▶食器セット（おわん、お茶わん
等３０個）　▶ベビー服（女子用・
冬物７０センチ位）　▶犬小屋（新
品）　▶マタニティウエア（Ｓ～
Ｍ）　▶ベビーバス　▶ベッド
（セミダブル）　▶ロデオボーイ
(健康器具） ▶倉庫（２畳程度）

▶自転車　▶おもちゃ（幼児用）
▶ベビー服（女子用９０センチ
位）　▶CDデッキ　

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ご寄付

掛け時計　渡辺信男　様

町　へ

問合せ　総務課　始５５７―０５３１

税
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国
民
年
金
基
金
に
　
　

加
入
し
ま
せ
ん
か

　
国
民
年
金
基
金
と
は
、
自
営
業

者
な
ど
の
国
民
年
金
に
加
入
し
て

い
る
方
が
、
よ
り
充
実
し
た
年
金

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
任
意
で

加
入
で
き
る
公
的
な
年
金
制
度
で

す
。

【
加
入
で
き
る
方
】

　
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の
国
民
年

２０

６０

金
第
一
号
被
保
険
者
（
保
険
料
を

免
除
お
よ
び
猶
予
さ
れ
て
い
る

方
、
農
業
者
年
金
の
被
保
険
者
は

除
き
ま
す
）

【
年
金
の
種
類
】

　
年
金
の
タ
イ
プ
に
は
「
終
身
年

金
」「
確
定
年
金
」
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
老
齢
年
金
と
遺
族
一
時
金
が

掛
金
に
応
じ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
掛
金
】

　
掛
金
月
額
は
選
択
し
た
給
付
の

型
、
加
入
口
数
、
加
入
時
の
年
齢
、

性
別
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。

　
６
万
８
０
０
０
円
を
上
限
と
し

て
加
入
口
数
を
選
び
、
お
支
払
い

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
納
め
た
掛
金
は
、
全
額
が

所
得
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所
得

税
や
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
　

　
▼
東
京
都
国
民
年
金
基
金

　
始
　
（
５
２
８
５
）
８
８
０
０

０３

　
始
０
１
２
０
―
　
―
４
１
９
２

６５

　（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
平
日
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

　
▼
住
民
課
　

始
５
５
７
―
７
５
７
８

高
齢
受
給
者
証
の
　
　

更
新
に
つ
い
て

現
在
、
国
民
健
康
保
険
の
加
入

者
で
　
歳
以
上
の
方
に
は
、
高
齢

７０

受
給
者
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

こ
の
受
給
者
証
に
よ
り
、
病
院

で
の
窓
口
負
担
が
１
割
の
方
は
、

平
成
　
年
３
月
ま
で
引
き
続
き
１

２５

割
負
担
が
延
長
さ
れ
ま
す
。
対
象

の
方
に
は
、
負
担
割
合
の
表
示
を

直
し
た
受
給
者
証
を
３
月
中
に
送

付
し
ま
す
の
で
、
届
か
な
い
場
合

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
住
民
課

　
　
　
始
５
５
７
―
７
５
７
８

高
額
な
外
来
診
療
を
　

受
け
る
皆
さ
ま
へ

　
平
成
　
年
４
月
１
日
か
ら
高
額

２４

な
医
療
費
が
掛
か
る
方
の
負
担
を

軽
減
す
る
た
め
、
現
在
の
入
院
療

養
に
加
え
て
、
外
来
療
養
に
つ
い

て
も
、
同
一
月
で
同
一
医
療
機
関

の
窓
口
負
担
が
自
己
限
度
額
ま
で

と
な
り
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
も
同
様

に
な
り
ま
す
。

※
外
来
療
養
の
お
取
扱
い
が
で
き

な
い
医
療
機
関
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
　
住
民
課

　
　
　
始
５
５
７
―
７
５
７
８

高
額
医
療
・
高
額
介
護

合
算
療
養
費
制
度

医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
世
帯
の
負
担

を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

【
平
成
　
年
度
の
支
給
要
件
・
支
給

２３

額
】
　
同
一
世
帯
で
　
歳
以
上
の
方
の

７５

平
成
　
年
８
月
か
ら
１
年
間
に

２２

掛
か
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保

険
の
自
己
負
担
額
を
合
算
し
、

そ
の
合
計
額
が
次
の
基
準
額
を

超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
払

い
戻
さ
れ
ま
す
。

【
基
準
額
】

①
被
保
険
者
証
の
負
担
割
合
が

「
３
割
」と
な
っ
て
い
る
場
合
…

　
万
円

６７
②
世
帯
員
全
員
が
町
民
税
非
課
税

の
場
合
…
　
万
円

３１

③
 ②
の
う
ち
、
世
帯
員
全
員
の
所

得
が
一
定
以
下
（
年
金
収
入
が

　
万
円
以
下
な
ど
）
の
場
合
 …

８０　
万
円

１９
④
 ①
・
②
・
③
以
外
の
場
合
…

　
　
万
円

５６
※
国
民
健
康
保
険
で
も
同
様
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
住
民
課

　
　
　
始
５
５
７
―
７
５
７
８

公
共
交
通
に
関
す
る
要

望
活
動
に
つ
い
て

１
月
　
日
お
よ
び
２
月
　
日
、

１８

２７

町
と
議
会
で
は
Ｊ
Ｒ
東
日
本
お
よ

び
東
京
都
に
対
し
、
次
の
と
お
り

公
共
交
通
に
関
す
る
要
望
活
動
を

行
い
ま
し
た
。

①
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
対
し
て
は
、
Ｊ

Ｒ
八
高
線
の
早
期
複
線
化
や
車

両
基
地
の
建
設
、
運
行
本
数
の

増
発
お
よ
び
新
駅
の
設
置
等
に

つ
い
て

②
東
京
都
に
対
し
て
は
、
多
摩
都

市
モ
ノ
レ
ー
ル
の
箱
根
ケ
崎
方

面
へ
の
延
伸
お
よ
び
新
青
梅
街

道
の
拡
幅
に
つ
い
て

【
３
月
　
日
㈯
に
Ｊ
Ｒ
東
日
本
の

１７

ダ
イ
ヤ
改
正
が
あ
り
ま
す
】

　
Ｊ
Ｒ
八
高
線
箱
根
ケ
崎
駅
の
時

刻
表
を
「
広
報
み
ず
ほ
」
４
月
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ
　
秘
書
広
報
課

　
　
　
始
５
５
７
―
７
４
７
６

隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠隠

後
期
高
齢
者
医
療

国
保

お
知
ら
せ

つけましたか？　住宅用火災警報器　すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災を早期に発見することで初
期消火や通報などの行動が早まり、近隣への延焼被害も軽減されます。大切な家族や財産を守るため、一日も早く設置しましょう。　　　
問合せ　福生消防署 警防課　始５５２―０１１９

年
金
年 

金


